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事 務 局 資 料 

令和５年度東京都スギ花芽調査計画について 

 

 

東京都では昭和 61 年からスギ雄花の花芽調査を実施し、花粉症の予防対策の推進に役立てて

きた。今般、環境省等が全国を対象に実施しているスギ雄花花芽調査の着花量データとの比較検

証を踏まえ、令和４年度に調査手法の見直しを行った。以下のとおり、前年度からの変更点を中

心に、今年度計画の方向性について報告する。 

 

（１）着花量の判定基準について 

令和４年度第一回委員会資料６－１※１のとおり、2022 年調査においては東京都独自の判定基

準と環境省等が用いる判定法の２つの手法を用いて着花量の判定を行った。※２ 

東京都では、専門委員からの意見を踏まえ、一部の観測地点の再設定を行った上で、環境省等

が用いる判定法を採用し、令和５年度以降の調査計画を立てることとした。 

 

専門委員（倉本委員、村山委員）からの意見 

 都が設けた多摩地域の定点林において、環境省等が用いる判定法を用いることが可能であ

ることを確認した。 

 観測地点（８地点）のうち、①都立小峰公園、⑤梅和橋付近及び⑥下郷バス停付近につい

ては、環境省等が用いる判定法の判定対象となる林の条件を満たしていないため、地点の

見直しをすることが望ましい。 

 都内花粉飛散数予測は、環境省等によるスギ雄花花芽調査のデータをベースに行うが、予

測値と実測値に乖離があった場合に、原因究明・評価のための資料として、東京都として

花芽調査を継続していくことは有意義である。 

 

※1 令和４年度第一回委員会資料６－１（東京都スギ花芽調査計画） 

https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_kankyo/kafun/iinkai/kaisaijoukyou_r04_01/ 

※2 令和４年度第二回委員会資料１（2022年花芽調査の結果について） 

https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_kankyo/kafun/iinkai/kaisaijoukyou_r04_02/ 

 

 別添 環境省等が用いる判定法 

 引用元：環境省ホームページ https://www.env.go.jp/press/press_01019.html 
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別添 

 

引用元：環境省ホームページ https://www.env.go.jp/press/press_01019.html  

https://www.env.go.jp/press/press_01019.html

